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来年４月から、６０歳超職員は賃金水準が７割に引き下げられることから、

定年前職員との不合理な賃金格差が生じることになります。６０歳超職員の

中には、生活への不安から退職せざるを得ず、別の働き方を選択する事態も

生じています。同一労働同一賃金や生計費原則の観点、公務・公共サービス

の水準を維持するうえでも、賃金水準を抜本的に引き上げることは喫緊の課

題です。  

また、若年労働力人口は減少傾向を続け、働き手の確保がより一層困難に

なっていく中、複雑化・高度化する困難な行政課題に的確に対応していくた

めには、高齢層職員の豊富な知識、技術及び経験等を活用することが不可欠

となっています。６０歳前と同様の仕事を行い、同じ責任を果たしているだ

けでなく、若手職員への技術・技能の継承など、豊富な知識や経験をもつベ

テラン職員に求められている役割も高まっているにも関わらず、６０歳を超

える職員は６０歳前の給与の７割水準となる措置が適用されています。また、

存置する再任用職員の賃金については、定年前職員の約６割という不当に低

い水準に抑えられています。  

６０歳超の職員・再任用職員の賃金水準については、高齢層職員の働きが

いとモチベーション維持とともに同一労働同一賃金の観点や職務給の原則

からも抜本引上げが必要です。また、再任用職員についても、勧告事項であ

るとして人事委員会任せにするのではなく、都側が主体的に判断し、直ちに

賃金水準を引き上げるべきです。  

高齢期雇用制度の改善のため、次の要求事項について実現することを求め

ます。  

 

記  

 

１  昇給抑制措置の廃止について  

５５歳昇給抑制措置を廃止すること  

 

２  ６０歳を超える職員の賃金水準について  

同一労働同一賃金の観点や職務給の原則から、６０歳を超える職員の賃



 

金水準を抜本的に引き上げること  

 

３  退職手当の改善について  

定年年齢の引上げに伴って職員の勤務年数が長期化することから、退職

手当基本額の支給率を引き上げて、退職手当を改善すること  

 

４  勧奨退職制度の改善について  

定年年齢の引上げに伴って、早期退職者に対する適用要件の緩和、割増

対象期間の拡大や割増率を引き上げるなど、勧奨退職制度を改善すること  

 

５  定年前再任用短時間勤務職員・暫定再任用職員の処遇改善について  

（１）再任用職員の賃金水準を抜本的に引き上げること  

（２）再任用職員の一時金を定年前職員と同じ支給月数とすること  

（３）再任用職員への生活関連手当の支給については、定年前職員と同様の

取扱いとすること  

（４）再任用職員の採用及び更新については、希望する職員全員の雇用を保

障すること  

（５）再任用職員の配置については、退職した局での配置を原則とし、他局

への配置については、本人希望・本人同意の場合に限ること  

（６）再任用職員の具体的な職場配置にあたっては、本人の知識・技術及び

経験が活かされる職場とすること  

（７）短時間勤務の再任用職員を定数外配置とすること  

（８）短時間勤務の再任用職員が従事する業務については、職員の体力等を

考慮した設定が必要であることから、単組と任命権者との労使交渉によ

り整理し、必要な措置をとること  

（９）看護師や船舶勤務の職員など夜間勤務等交替制勤務に短時間勤務の再

任用職員を就かせる場合は、本人同意を前提とすること  

（ 10）短時間勤務の再任用職員の超過勤務手当については、３１時間（基本

型）を超えた時点で１２５／１００を支給するよう改善すること  

（ 11）再任用職員の人間ドック職免を設けること  

 

６  新規採用者の確保について  

定年年齢が段階的に引き上げられる間、定年退職者がいない年度が隔年

で生じることを踏まえ、職員数の谷間をつくらないよう、柔軟な定数管理

を行い、計画的に一定数の新規採用者を確保すること  

 

７  勧奨退職者の雇用確保について  

継続雇用を希望する勧奨退職者については、再雇用制度廃止時の労使確

認に基づき、６０歳前勧奨退職者は引き続き会計年度任用職員として、６

０歳超勧奨退職者は暫定再任用短時間職員として雇用を確保すること  


